
空家対策事業フローチャート

損壊や周辺への影響が見られる空家等

「建築物の現況について（連絡）」(別紙参考様式２)

対応済み

未対応・対応不十分

送達されたとみなす

（第９条）

５０点以上

５０点未満

再助言
（第１２条）

対応済み

未対応・対応不十分

再助言 見られない

見られる

再助言 ５０点未満

５０点以上

対
　
象
　
把
　
握

空家等の判定
損壊・影響等の確認

建物所有者
（納税管理者）へ
書面により連絡

現地確認完　了

確知した所有者等全員に
立入通知書を送付立

　
入
　
調
　
査

完　了

助
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言

評点

連絡事項への対応

立入調査

特定空家等２次判定

再判定による評点

対応の報告後または
通知してから半年後

空き家の状況の悪化

再度立入通知書を送付

必要に応じて
助言書　送付

書面での連絡から
概ね１か月後

空家等には当たらない or
損壊や周辺への影響はない 相続発生等による複数の

所有者の有無の確認

所有者の確知

完　了

館山市特定空家等対応マニュアルより抜粋

確知できてい
ない所有者が

いる

所有者全員の確知完了
または

時点で確知できている
所有者がいる

所有者が全く
いない所有者調査開始から

概ね１か月後

所有者の確知

追加で確知で
きた所有者

空き家情報

建物所有者等調査
土地所有者等調査

税務課資産税係へ照会

現地調査

一次調査票による調査

立入通知書送付５日後



再指導 　
（第１４条第１項）

対応済み

未対応　もしくは

対応不十分

再指導

勧告

　

（第14条第２項）

対応済み

未対応　もしくは

対応不十分

再勧告

命令検討対象 完全に確知できない

意見聴取

再勧告 協議⇒決裁

命令

（第14条第４項）

（第14条第４項～第８項）

なし 意見書提出 意見聴取の （第14条第５項）
請求

（第14条第７項）

（第14条第６項）

協議⇒決裁
適当ではない

適当である

【行政措置】

＊　異議申立て
　⇒　行政不服審査法による手続き

（第14条第３項） （第14条第11項） （第14条第12項）

対応済み

  未対応　もしくは

  対応不十分

（第14条第９項）
代執行

（執行マニュアルは別途策定）

特定空家等対策
検討会議

特定空家等行政処分等
検討委員会による判断

特定空家等行政処分等
検討委員会による判断

当初または再判定での
評点が５０点以上

命令実施判断基準による
判定

勧告書　送付

措置期限経過後
もしくは措置の連絡後

措置期限経過後
もしくは措置の連絡後

現地確認完　了

勧告実施判断基準による
判定

勧告･命令撤回
完　了

再勧告手続き

命

令

命令に係る事前の通知書
送付

意見書提出
意見の聴取の請求

意見書提出

命令書　送付 公示
（特定空家等への

標識設置）

措置期限経過後
もしくは措置の連絡後

現地確認

意見聴取の通知・公告

公開による意見聴取

指

導

確知した所有者等全員に
指導書を送付

所有者不明における対応に
切り替え

所有者の確知

追加で確知で
きた所有者

所有者の完全確知

追加で確知で
きた所有者

所有者の確知

追加で確知で
きた所有者

勧
　
　
　
　
　
　
　
告

現地確認
勧告撤回

完　了


